
5.電気設備計画

5-1 電気設備の基本方針
電気設備の計画においては以下事項を基本方針として計画します。
・安全性・信頼性が確保できる設備計画とします。
・省エネルギーに配慮した計画とします。
・将来の変更・更新に柔軟に対応できる設備計画とします。
・耐震性・災害対策を考慮した設備計画とします。

5-2 構内配電線設備
・沖縄電力より、高圧3相3線6.6kVを引込ます。
・災害時の電力安定供給を考慮し沖縄電力から2回線（常用線・予備電力）を引込む計画とします。
・高圧配線は敷地境界より構内柱にて架空引込み、以降は専用配管を地中埋設にて敷設を行い、

建屋免振層を経由して地階の受変電設備へ至る計画とします。

5-3 受変電設備
・地階の電気室内に屋内キュービクル式の受変電設備を設置し、変圧器にて3相3線200V，1相3線

200/100Vに電圧変換します。
・契約電力の超過を防止するため、電力監視を行い目標電力(契約電力)を超過しないよう警報と

同時にあらかじめ設定した空調機などを自動的に停止させるデマンド監視・制御機能を付加
します。

(1)受変電設備仕様
・形 式：屋内キュービクル式
・受 電 方 式：２回線受電
・主 遮 断 器：高圧真空遮断器（VCB）7.2kV 600A（引出型）
・変 圧 器 種 別：モールド型（JIS C 4306、ダイヤル温度計付）

(2)受変電設備構成
・ト ラ ン ス：単相変圧器 200kVA×2基/

三相変圧器 300kVA×1基/ 500kVA×1基
スコット変圧器 100kVA×1基

・コ ン デ ン サ：高圧コンデンサ ガス封入式
・リ ア ク ト ル：高圧リアクトル モールド式
・積 算 電 力 計：各バンクに管理用として設置
・制御・表示電源：直流電源装置より供給
・契約電力 想定：600kW程度

5-4 発電機設備
消防法・建築基準法に基づき火災停電時に防災負荷に対する非常電源を確保するため建屋地階
に非常用発電機設備を設置します。また、災害時に商用電源が途絶えた場合、非常用発電機よ
り電気を供給し必要な行政機能を継続して維持するための電源として用います。燃料備蓄につ
いては地下埋設燃料タンクに72時間以上連続運転が可能な容量を備蓄する計画とします。

(1)非常用発電設備仕様
・形 式：屋内キュービクル式
・エンジン 仕 様：ディーゼルエンジン
・発 電 機 仕 様：3φ3W 210V 60Hz 625kVA程度
・燃 料/運転時間：A重油 /72時間以上
・燃料備蓄方式 ：地下タンク貯蔵 約10,000L程度

※発電機容量及び燃料備蓄量については詳細設計時に再検討を行う。

5-5太陽光発電設備
・本複合庁舎においてエネルギー効率の高い建築を実現するため「Nearly ZEB」を目標とし
おりエネルギーの消費を創エネで補う必要があるため、太陽光発電設備を計画します。

・CO2排出量やエネルギーコストの削減効果や、災害時には電力インフラが途絶した際の非常
電源として利用します。又、蓄電地の導入も併せて検討し、日中に余った余剰電力を蓄電
し、夜間の電力に活用することや、バックアップ電源として活用することを計画します。

【機器構成】
・単結晶太陽電池モジュール 出力合計 約290ｋＷ
・パワーコンディショナー/接続箱
・据付用架台
・設置場所：屋上部・各階テラス・車庫等
※太陽光発電設備の容量及び設置場所については詳細設計時に再検討を行う。

5-6 電灯設備
(1)電灯幹線

変電設備の低圧配電盤より、電灯分電盤、OA分電盤ヘ至る幹線を敷設します。

1)幹線系統種別
・一般電灯幹線：停電において機能停止しても支障の無い負荷用幹線
・保安電灯幹線：停電時の業務機能継続を目的として最小限の保安電灯負荷用幹線
・重要電灯幹線：災害対策関連機器・サーバー関連機器類の幹線
・防災電灯幹線：建築基準法・消防法に定められた防災負荷への電源供給用幹線

2)幹線仕様
・配 電 方 式：1φ3W 200/100
・ケーブル種別：一般・保安・重要系600V-CET 主体、 防災系600V-FPT 主体
・敷 設 方 法：ケーブルラック・配管

3)電灯分電盤
・設 置 場 所：各階EPS内および執務エリアに分電盤を設置しゾーニングは、将来の組織

改編に伴うレイアウト変更に対応可能なフレキシビリティに優れた計画
とします。

・形 式：主に壁掛型・自立型を採用します。
※屋外に設置する盤は耐塩害仕様（ステンレス製）を設置する。

・屋内の主要な分電盤内に及び屋外へ電源供給を行う分電盤にはSPD（避雷器）を設置し、
雷サージによる端末機器への影響を軽減します。

(2)照明設備
・供給方式：1φ3W 200/100V
・照度基準：国土交通省「建築設備基準」およびJISを参考に設定。主部屋の設定照度は

下記による。

計画照度（Lx）室 用 途

750執務室全般

500～750会議室等

300～500待合スペース・廊下等



・照明器具種別：光源はＬＥＤとし、入手が容易な汎用品を採用します。又、器具は天井直
付型を基本とし、交換時のメンテナンス性に配慮します。

・照明管理方式 ：1階警備室に各執務室及び共用部の照明の状態監視や点滅操作、
スケジュール設定により庁舎内照明を一元管理。

・省エネルギー手法：各種センサー制御による減光、消灯および調光制御やプログラムタ
イマー制御を採用。

(3)防災照明設備
・消防法に基づき必要とされる箇所への避難口誘導灯・通路誘導灯を設置します。
・建築基準法に基づき蓄電池内蔵型の非常用照明を設置します。
・階段通路誘導灯については段調光型を採用する事による省エネを図ります。

(4)コンセント設備
・供給 方式：コンセント1φ2Ｗ100V
・執務エリア：OAタップ(OAフロア用)

供給エリア毎に設置した分電盤からOAフロア内を配線してOA用タップコンセン
トを計画します。
将来の組織改編に伴うレイアウト変更に対応可能なよう均等な配置計画とします。

・一 般 用：壁面コンセント。用途に応じたコンセントを配置計画します

5-7 動力設備
(1)動力幹線

電気室内キュービクルの低圧配電盤より、各動力制御盤や昇降機などの動力負荷へ至る
幹線を敷設します。
1)幹線系統種別
・一般動力幹線：停電時に機能停止しても支障の無い負荷用幹線
・保安動力幹線：停電時の業務機能維持・継続を目的として最小限の空調機、換気、

給排水ポンプ設備、エレベータ等の保安動力負荷への電源供給用幹線
・重要電灯幹線：災害対策関連機器・サーバー関連機器類
・防災動力幹線：建築基準法・消防法に定められた防災負荷への電源供給用幹線

2)幹線仕様
・配 電 方 式：3φ3W 200V
・ケーブル種別：一般・保安・重要系600V-CET 主体、防災系600V-FPT 主体
・敷 設 方 法：ケーブルラック・配管

3)動力制御盤
・設 置 場 所：供給負荷に近い各機械室
・形 式：主に壁掛型・自立型を採用します。

※屋外は耐塩害仕様（ステンレス製）を設置する。
・遮 断 器：主幹遮断器･････配線用遮断器 分岐遮断器･････漏電用遮断器

4)動力分岐
・動力制御盤から空調機、ポンプなどの動力負荷への電源供給および制御を行う。
・屋内の主要な分電盤内に及び屋外へ電源供給を行う分電盤にはSPD（避雷器）を設置し、
雷サージによる端末機器への影響を軽減します。

5-8 拡声設備
・1階警備室に非常・業務兼用放送アンプを設置検討します。
・業務放送は警備室や総務課から館内に放送を可能とし、プログラムタイマーによる
自動アナウンス機能やＢＧＭ放送(ＣＤ・ＵＳＢなど。※音源は別途)を検討します。

5-9  時刻表示設備（電気時計）
・必要な執務エリアに電気式時計を設置します。親時計により複数の子時計の時刻同期を
行える方式とします。配線の省力化となるGPS衛星電波対応無線時計システムにて計画し
一定の間隔に親時計(基地局）から子時計に信号が送信され、子時計の運針を行います。

5-10 テレビ共同受信設備
屋上にＵＨＦおよびＢＳ／ＣＳ１１０°アンテナを設置します。議会機器操作室内にヘッ
ドエンド(一般テレビ回線に議場用チャンネルを作成し、通常のテレビにて視聴を可能にす
る装置）を設置し、議場のカメラ映像を変調・混合を行い庁内各所での視聴を可能としま
す。また、停電時にも視聴可能なよう必要機器すべてに発電機から供給する保安電灯負荷
として計画します。各機器は4Ｋ、8Ｋ放送対応機器とします。

5-11 誘導支援設備
(1)音声案内システム
庁舎出入口に専用アンテナおよびスピーカーを設置し、視覚障がいのある来庁者が携帯
する小型送受信機へ事前情報提供するとともに、ボタン操作により音声案内が可能な設
備の導入を検討します。

(2)トイレ緊急照明設備
トイレ内にフラッシュライトを設置し、聴覚障がいのある来庁者に対し火災発生が確認
できる設備とします。

(3)トイレ呼出設備
多目的トイレに呼出ボタン、廊下に表示灯を設置し、警備室に窓式表示器を設置し、
ランプと音で知らせます。

省エネ手法方 式場 所

昼光制御照度センサー執務エリア

人感制御人感センサー給湯室・トイレ

人感制御
時間帯により点灯（間引点灯）

人感センサー
スケジュール制御エントランス・廊下

時間帯により点滅（深夜間引き消灯など）スケジュール制御外 灯

■天井直付照明器具例
■照明取替作業の効率化■天井直付照明器具例



(4)インターホン設備
・夜間受付用又、休日の来庁者用として必要な出入口にインターホンを設置します。
・来庁の際、お手伝いを必要とする方の専用インターホンを設置します。
・親機は警備室・総合受付・総務課等に設置を計画します。

(5)受付呼出設備
住民生活課カウンターに受付呼出設備が設置できる様に配管・電源を検討します。カウン
ター前に 番号カード発行器を設置し、待ち人数を表示出来る設備等を想定します。なお、
機器・配線は別途工事とします。

5-12 監視カメラ設備
・防犯対策及び事故解析用として設置します。
・屋内の設置場所は主に、地階・1階・２階の屋外から直接、建屋内への出入口、エントラン

ス、各階、階段、エレベーターホール等、セキュリティー動線に配慮した計画とします。
・構内全域を監視するために屋外用カメラを配置計画します。

・監 視 画 面：液晶カラーモニター
・監 視 カメラ：ネットワークカメラ
・録 画 装 置：ハードディスク
・主装置設置場所：警備室

5-13 入退管理設備
セキュリティ管理を必要とする諸室には、カードリーダーおよび⼊退室管理装置を設置します。
・管理用デスクトップ PC

・無停電電源装置
・⾮接触カードリーダー
・電気錠制御装置、
・IC カード(必要数）

5-14 構内情報通信網用配管設備
・庁舎内のLAN他情報配線を行う為の専用配管、ケーブルラック等の設備を計画します。
・サーバー機器、情報通信用機器類、配線ケーブルについては別途工事とします。

5-15 電話設備
・庁舎内の電話配線を行う為の専用配管、ケーブルラック等の設備を計画とします。
・交換器設備・電話機等の機器類、配線ケーブルについては別途工事とします。

5-16 自動火災報知設備
消防法に基づき自動火災報知設備を計画します。受信機は１階警備室に設置。各所に煙感知
器・熱感知器を配置します。又、副受信機を2階総務課に設置し素早い火災確認と消防活動
が行える計画とします。
・受 信 機：Ｒ型受信機自動試験機能付
・副受信機：壁掛型
・煙感知器：光電式スポット型感知器
・熱感知器：差動式スポット型感知器

5-17 映像・音響設備
１階、多目的スペースや会議室等必要な場所にプロジェクター/スクリーン/音響機器を計画し
ます。

5-18 議場設備
(1)本会議場システム

マイク操作、議会中継用のカメラ操作、発言残時間表示など、議会運営に必要な機能を
一元管理し、煩雑な操作を要しないスムーズな議会運営を行える設備を計画します。

1)音響設備
・フルデジタル方式の会議ユニットを各席に設置し、明瞭度の高いクリアな音声で議場

内の拡声・録音を行います。
・会議音声はデジタルレコーダーに録音します。
・傍聴者がクリアな音質で会議音声を聴取するため、傍聴席にスピーカーを設置します。
・難聴者用に磁気ループ設備を導入し、傍聴席エリア内で専用の受信機を通して補聴器

で受信することができます。
・議会開始時に鳴動させるブザーを設置します。
・バックアップ用にワイヤレスマイクを設置します。

2)映像設備
・議場内に大型モニターを設置して、発言残時間やカメラ映像を表示します。
・議長、演壇、局長席にも確認モニターを設置します。
・マイク操作に連動出来るプリセットカメラを設置します。
・カメラ映像には、自動的にテロップが表示されます。

3)議会運営設備
・議場レイアウトに合わせたタッチパネルから簡単に操作できます。
・マイクロホンのＯＮ・OFFコントロール
・マイク操作に連動したカメラ自動撮影、テロップ挿入
・マイク音量のコントロール（一括操作・個別調整）
・出席議員数の操作や、表示情報の切替え
・開会ブザー、会議中表示灯の操作

4)その他
・議員席に投票ボタンを設置し、投票結果をモニターに表示します。

(2)登退庁表示設備
議員の登退庁情報をリアルタイムに確認出来るモニターを設置する。（議会事務局・本
会議場ロビー等）登退庁情報の他、テロップによる案内や、会議予定等などの簡易イン
フォメーションも表示可能。

5-19 防災情報無線用配管設備
屋上に設置される防災無線等のアンテナから放送室及び関係部門まで配管・ケーブルラック
・電源を設置します。なお、機器および配線は別途工事とします。

屋内カメラ

録画主装置

監視用モニタ

■監視カメラ設備系統図

PoE HUB

屋外用カメラ

PoE HUB

PoE HUB



5-20 雷保護設備
建築基準法に基づき建屋高さ20mを超過する部分に
雷保護設備を設置します。

・外部雷保護：2棟上げ導体にて計画を行い、一部必要
な場合は避雷針を設置します。

・内部雷保護：各分電盤内及び端子盤内にSPD（避雷器）
を設置し、雷サージによる端末機
器への影響を軽減します。

5-21 構内通信線路設備
・敷地境界線側より通信配線を架空引込し、構内は埋設管路により引込用端子盤まで配管

を敷設します。
・配管は光ケーブル、メタルケーブル用専用配管とし、将来の拡張性を踏まえ予備配管を

計画します。

5-22 電気自動車用充電設備
・構内に以下の充電設備を計画いたします。

地下駐車場エリア：急速充電器(50kVA）×1基 普通充電器×8基
1階駐車場エリア ：急速充電器(50kVA）×1基 普通充電器×8基

■普通充電器

■急速充電器
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■非常用発電機の対象負荷

停電時に非常用発電機より供給する負荷リストを基に以下のとおり計画します。
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６．機械設備計画

６-１．機械設備の基本方針

・保守保全に考慮し、維持管理が容易な設備とします。

・省エネルギーに配慮した設備とします。

・諸法規を遵守した計画とします。

・環境の保全に配慮した計画とします。

６-２．空調設備計画

(1) 設計条件

外気・一般系統室内条件は 建築設備設計基準(令和3年版)の条件より

屋内条件外気条件

夏期 26 ℃32.9℃乾球温度

夏期 60 ％程度68.4％相対湿度

６-３．換気設備計画

換気は室内空気の浄化、熱の排除及び新鮮空気の供給等、室内環境の維持を目的とした計画を行います。

換気方式は、『建築設備の設計基準(国交省営繕部監修)』に基づき、事務室、会議室等の居室は、第１種換気方式

便所、倉庫等は、排気ファンによる第３種換気方式とします。

また、居室は空調によって冷やされた空気と外気を熱交換することにより、省エネが図れる全熱交換器を採用します。

(2) 空調設備計画

事務室エリアには、エリア毎の個別制御が可能で、保守点検及び故障時の対応も容易であり、エネルギー効率も高い

パッケージ空調方式(電気式)とします。なお、ガス空調設備については、実施設計時に料金単価等、詳細が決まり

次第再度検討を行います。

室外機を各階設備スペースに配置し、必要なエリアへ室内機を配置します。集中リモコンを設置し、スケジュール運転

デマンド制御および一括制御が可能なシステムとします。

サーバー室は、今後計画される計画に基づき必要な空調計画を行います。

《換気方式》の種別
● 各階事務室、会議室等 ：全熱交換器による第１種換気
● デイサービス、研修室、宿泊等 ：全熱交換器による第１種換気
● ポンプ室、便所、倉庫 ： 排気ファンによる第3種換気

第１種換気方式＝機械給気+機械排気
第２種換気方式＝機械給気+自然排気
第３種換気方式＝自然給気+機械排気

「機械」とは換気ファン等によって強制的に行う換気、
「自然」とは換気ファン等機械を用いない換気方式
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６-４．給水設備計画
庁舎建設予定地の西側道路に布設されている上水本管（100φ）から分岐し、免震層に設置予定の受水槽に上

水を引き込みます。
受水槽の貯水量は①１日分の使用水量 ②設備能力から最低限必要な貯水量 ③災害拠点としての貯水量を比

較し最大と なる①１日分の使用水量(約68m3)とします。
但し、雨水を雑用水として利用する計画のため、上水用の受水槽と雑用水の貯留槽を分け貯留することとします。
庁舎での上水と雑用水の使用割合は一般的に「上水：雑用水＝3：7」と言われているため

68m3×0.3≒20m3 (上水受水槽容量) とします。
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給水設備系統図
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　　　　雨水(便所洗浄)

受水槽 上水供給ポンプ

雑用水供給ポンプ

量水器
地階

便　所

便　所

給水方式については、①加圧給水方式 ②高架水槽からの重力式(自然流下式)の２方式があるりますが、②重力式に

ついても上層2層階は高架水槽から供給箇所までの高低差が取りにくい(8～10ｍ程度必要)ため一般的に高架水槽出

口に給水ポンプを設置しての供給となります。

そのため3階建ての本庁舎においては、高架水槽及び上層階用の給水ポンプが必要のない①加圧給水方式とします。

６－５．排水設備計画

排水接続については、本庁舎西側にある既設浄化槽を撤去し、既設浄化槽に接続されている既設建物(図書館、プール、

武道館及び子育て支援センター)からの排水を統合し、敷地北側に敷設されている幹線110号(集落排水本管)へ接続しま

す。

また、本施設は、災害対策拠点の位置づけから公共下水道が不能となった場合等の不測の事態に備える必要があります。

その対応として、建屋地階に排水槽を設ける計画とします。

排水槽へは、排水配管途中に排水切替桝を設置し、インバートプラグを上方へ引き抜くことにより排水槽へ導きます。

地階トイレは屋外排水桝より低い位置にあるため常時排水槽を介して排水します。

また、災害時に避難してくる町民用の排水については、マンホールトイレの設置を含め実施設計時に具体的に検討を行うこ

ととします。
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６-６．衛生器具設備計画

衛生器具は、用途上清潔感があり清掃が容易で使用勝手の良い器具を選定します。

器具類は節水型を採用します。

●各階便所の手洗いは自動水栓を設置します。

●小便器は自動洗浄式を設置します。

●多目的便所に自動水栓、自動洗浄大便器、オストメイト、ベビーチェアー及び各種手摺の設置を検討します。

●男女便所にベビーチェアー、女子便所にベビーシートの設置を検討します。

●大便器には温水洗浄便座を設置します。

６－７．雨水利用設備計画

雨水有効利用については、雨水の有効利用の目安となる『雨水利用率』および『上水代替率』の検討を行った結果、
雨水利用率は最高58％程度、上水代替率43%程度となっています。

経済性の比較においては、設備更新時期となる15年後でも費用対効果はみられず、初期投資(建設費)を回収す
ることはできない結果となっています。

しかし、地方公共団体にも『雨水の利用の推進に関する法律』において雨水利用推進の努力義務が規定されている
こと、雨水を有効利用することで節水の意識が高まること、災害時のインフラ途絶時に雑用水として利用できることなど
から雨水の有効利用を行うこととする。
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６－８．消火設備計画

消火設備に関しては、消防法・その他関連諸法規に基づき適切な消火設備を設置します。

屋内消火栓設備、動力消防ポンプ、消火水槽、消火器

スプリンクラー設備(連結散水設備代替)、泡消火設備(地下駐車場)

不活性ガス消火設備(サーバー室への任意設置については実施設計時にて検討を行う)
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金武町複合庁舎 基本設計　給水方式比較

系統図

・受水槽で貯めた水を給水ポンプによって直送する方式。 ・受水槽で溜めた水を揚水ポンプによって高架水槽まであげ、重力によって給水する方式。

・本管断水時にも受水槽分の水を供給可能。 　上層2槽階(2,3階)は水圧が弱い為、上層階用供給ポンプを設置する。

概　要 ・停電時には非常用電源からの供給ポンプへの給電で給水可能。 ・本管断水時にも受水槽及び高架水槽分の水を供給可能。

・停電時には高架タンクの水及び非常用電源からの揚水ポンプへの給電で給水可能

・高架タンクの保守費が抑えられる。(タンク清掃費及び緊急遮断弁保守費) ・揚水ポンプ及び上層階用供給ポンプ故障時にも高架タンク分の水は供給可能　(上層階は水圧が弱くなる)

メリット ・屋上の高架タンク、上層階用ポンプの設置スペースが必要ない。また、建物高さを抑えることができる(3ｍ程度) ・低層階(1階)分は高架タンクから給水しているため、Ａ案に比べ水使用時の供給ポンプの頻繁な起動を抑えられる。

・供給ポンプ故障時には、給水できなくなる。(故障時対応として予備機を設置することで対処可能) ・高架タンクの保守点費が掛かる。(タンク清掃費及び緊急遮断弁保守費)

デメリット ・水を使用する度に供給ポンプが稼働するためランニングコスが掛かる。但しＢ案でも上層2層階分は水圧不足 ・高架タンク、上層階用ポンプの設置スペースが必要。また、建物高さも高くなる(3ｍ程度)

のため供給ポンプが必要であり、Ｂ案とランニングコストに大きな差はない。
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設備が少なく、イニシャルコスト、保守・メンテナンス費が抑えられる。 低層階のためランニングコスト低減のメリットが生かせない。

評　価

Ａ案：供給ポンプ直送方式方式 Ｂ案：揚水ポンプ＋高架水槽方式+上層階用供給ポンプ方式
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■上水の貯水量について

1．はじめに
沖縄県では過去渇水による給水制限(計画断水)が頻繁に行われていたが、貯水ダムの整備により過去30年

(平成5年度以降)、給水制限は行われていない。
しかし、台風などの災害時の断水及び防災拠点の観点から以下の３つの基準で貯水量を算定、比較し貯水

量を決定する。
① 施設１日分の水使用量
② 設備能力から最低限必要な貯水量
③ 災害時の断水の観点からの貯水量 (防災拠点として必要な貯水量)

２．検討結果
各使用水量の各根拠より算定した貯水量は下表のようになり、① 1日分の水使用量が最大となった。

本複合庁舎においては、災害時に避難してくる町民も想定されるため貯水量についてはある程度確保しておき

たいが、貯水量を多くし過ぎると、タンク内での塩素濃度の低下など水質の悪化を招く恐れがあるため県内での

事例も多数ある①１日分の使用水量を確保することとする。

なお、水量算定は、想定値が含まれるため、実際の貯水量は設計が進んだ実施設計時に随時、見直すもの

とし、本検討では貯水量の根拠(①１日分の使用水量)の採用を決定することとする。

また、雨水の有効利用については別資料にて検討を行う。

貯水量

67.6ｍ3① 1日分の水使用量

54.5ｍ3② 設備能力から最低限必要な貯水量

15.5ｍ3③ 災害時の断水の観点からの貯水量

３．検討内容

① 施設の１日分の水使用量

１日分の水使用量は、職員、外来者、デイサービス、各厨房、宿泊施設等を考慮し、約67.6[m3/日] となる。

但し、本水量は想定値を含んでいるため実施設計時に詳細計画が進んだ段階で随時見直しを行う。

(表-1．給水量計算書参照)

② 設備能力から最低限必要な貯水量

施設として最低限必要な貯水量については、時間最大予想給水量の1.5～2.5時間であり、本庁舎の人員

から算定すると

時間最大予想給水量（21.8[ｔ/h]）× 2.5ｈ ＝ 54.5[m3] となる。

③災害時の断水の観点からの貯水量

官公庁の指針書より

建物の設備グレードを示す指針書として、『官庁施設の総合耐震計画基準（国土交通省監修）』があり、「災害

応急対策活動に必要な施設」に必要な施設において確保すべき水の容量について記載されている。

それによると

飲料水 Qa＝qa（n1×t1+n2×（t2-t1））/1000
＝1.8m3

雑用水 Qb＝qb（n1×t1+n2×（t2-t1））/1000
＝13.7m3

合計：15.5ｍ3 となる。

qa：1人当たり１日使用量(＝4L/人・日)
qb：1人当たり１日使用量(＝30L/人・日)
ｎ1：全職員数(＝240人)
ｎ2：大地震後、災害応急対策活動を行う職員の数(全職員の20～30%が目安、30％採用＝72人)
ｔ1：大地震後、一般職員が施設を離れるまでの日数(＝1日、同書200万人以下の都市の基準より)
ｔ2：大地震後、外部からの給水が得られるまでの日数(＝4日、同上)

備 考延べ面積貯水量施設

1日分38,585㎡116m3（上水：56m3、雑用水：60m3)NH庁舎

１日分15,945㎡70m3（上水：38m3、雑用水：32m3)NJ庁舎

1日分3,890㎡13.4m3(上水：2m3、雑用水：11.4m3)NKJ庁舎

１日分3,587㎡9.6m3(上水：9.6m3、雑用水：無)OG庁舎

４．県内他事例について（参考）
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金武町複合庁舎　雨水の有効利用について

１．要旨

雨水の有効利用については『雨水の利用の促進に関する法律』において地方公共団体にも雨水利用推進の ３－②　経済性の検討

努力義務が課されていることから、雨水利用の目安として以下の検討を行った。 下のグラフに示す様に「上水料金の減額分」により雨水利用システムの「建設費+保守費」を取り戻す

① 「雨水利用率」と「上水代替率」の算定 ことはできない。

過去10年(2014～2023)の降水量の平均値(2336mm)に近い2018年の降雨データから雨水の利用状況シミュ 雨水利用システム建設費　　　　　　　　　　 ：　約980万円

　　　レーションを行い、雨水利用の目安となる、「雨水利用率」と「上水代替率」を求めた。 雨水利用ステム保守費　　　　　　 　　　　　 ：　約 5万円/年

②雨水有効利用施設の「イニシャルコスト＋保守費」と「雨水利用による上水水料金の減額分」の比較を行い 上水料金減額費(雨水貯留槽50m3の場合)：　約 36万円/年　

　　　　費用対効果の検討を行った。

※ 雨水利用率とは集水した雨水の内、どれだけ利用できたかを表す数値で、効率的な利用が行われてい

　　るかを表す数値である。　（雨水利用量／雨水集水量）×１００　

２．検討条件

　　①雨水の集水場所は3階テラス及び屋上屋根面からと仮定した。(集水面積：約3100㎡)

　　②雨水の利用先は、便所洗浄水とする

　　③雨水利用システムは、雨水利用概略系統図参照

３．検討結果

表1より雨水槽容量を増やせば雨水利用率、上水代替率共に数値は上昇し、雨水利用率の最高58％程度、

上水代替率43%程度となっている。

表2より雨水を有効利用した際の費用対効果は15年でも現れず、15年程度で設備の改修更新の時期となる

ため初期投資(建設費)を回収することはできない。

また、雨水利用設備は、機器の保守・メンテナンス、薬注装置(消毒用塩素)の補充など日々の管理が必要

となり、建物にビルメンテナンスの常駐が望ましい。
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表2．雨水利用設備の費用対効果
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表１．雨水槽容量と雨水利用率等の関係
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雨水の利用の推進に関する法律 （抄）
（平成二十六年四月二日法律第十七号）
第一章 総則

第一条 この法律は、近年の気候の変動等に伴い水資源の循環の適正化に取り組むことが課
題となっていることを踏まえ、その一環として雨 水の利用が果たす役割に鑑み、雨水の利用の
進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針等の策定その他の必要な事項を定め
ることにより、雨水の利用を推進し、もって水資源の有効な利用を図り、あわせて下水道、河川
等への雨水の集中的な流出の抑制に寄与することを目的とする。

（定義）
第二条 この法律において「雨水の利用」とは、雨水を一時的に貯留するための施設に貯留され

た雨水を水洗便所の用、散水の用その他の用途に使用すること（消火のための使用その他
災害時における使用に備えて確保することを含む。）をいう。ただし、次に掲げるものにより

供
給される水の原水として使用することを除く。

一 水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）第三条第八項に規定する水道施設
二 土地改良法（昭和二十四年法律第百九十五号）第二条第二項に規定する土地改良事業又

はこれに準ずる事業により整備される農業用用水路
三 工業用水道事業法（昭和三十三年法律第八十四号）第二条第六項に規定する工業用水道

施設
３ この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十

八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。

（国及び独立行政法人等の責務）
第三条 国は、雨水の利用の推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。
２ 国及び独立行政法人等は、自らの雨水の利用を推進するための措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。

（地方公共団体及び地方独立行政法人の責務）
第四条 地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、雨水の利用の推進に関する

施策を策定し、及び実施するよう努めなければならない。
２ 地方公共団体及び地方独立行政法人は、自らの雨水の利用を推進するための措置を講ずる

よう努めるものとする。

（市町村計画）
第九条 市町村は、基本方針（都道府県方針が策定されているときは、基本方針及び都道府県方

針）に即して、当該市町村の区域内における雨水の利用の推進に関する計画（以下この条に
おいて「市町村計画」という。）を定めることができる。

２ 市町村計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該市町村の区域の自然的社会的条件に応じた雨水の利用の方法（当該方法が地域ごとに

異なる場合にあっては、当該地域ごとの方法）
二 当該市町村の区域内における雨水の利用の計画的な推進に関する施策の実施に係る事項
三 その他当該市町村の区域内における雨水の利用の計画的な推進に関する重要事項
３ 市町村は、市町村計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努
め

なければならない。


